
目 次

◇ 告 示 生活保護法による医療機関の指定 (493) (福祉保健課) １

生活保護法による診療所の廃止の届出 (494) (〃) １

生活保護法による薬局の廃止の届出 (495) (〃) ２

家畜伝染病の発生 (496) (畜産課) ２

公共測量の実施 (497) (管理課) ２

◇ 人委規則 公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める

規則の一部を改正する規則 (22) (給与課) ３

◇ 公 告 土地収用法による審理の開催 (管理課) ３

◇ 正 誤 平成14年９月17日付鳥取県公報第7418号中訂正 ４

告 示

鳥取県告示第493号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第49条の規定に基づき､ 医療機関を指定したので､ 同法第55条の２の規

定により次のとおり告示する｡

平成14年９月24日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第494号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２の規定に基づき､ 指定医療機関から診療所を廃止した旨の届

出があったので､ 同法第55条の２の規定により次のとおり告示する｡
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平成14年９月24日(火)

第７４２０号

毎週火･金曜日発行

名 称 所 在 地 指 定 年 月 日

ふれあいクリニックやざき 米子市米原九丁目３－10 平成14年８月１日

医療法人鳥取愛心会関金クリニック 東伯郡関金町大字関金宿2710－１ 〃

大崎薬局 米子市大崎1734－５ 〃

なべや薬局明治町店 境港市明治町17－１ 平成14年８月16日

青空薬局 米子市道笑町四丁目122－８ 平成14年９月１日



平成14年９月24日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第495号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２の規定に基づき､ 指定医療機関から薬局を廃止した旨の届出

があったので､ 同法第55条の２の規定により次のとおり告示する｡

平成14年９月24日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第496号

家畜伝染病予防法 (昭和26年法律第166号) 第13条第１項の規定に基づき､ 次のとおり家畜伝染病が発生した

旨の届出があったので､ 同条第４項の規定により告示する｡

平成14年９月24日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第497号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき､ 境港市長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り告示する｡

平成14年９月24日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 作業種類 公共測量 (境港市都市計画図作成)

２ 作業期間 平成14年８月29日から平成15年２月28日まで

３ 作業地域 境港市全域
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名 称 所 在 地 廃 止 年 月 日

ふれあいクリニックやざき 米子市米原九丁目３－10 平成14年７月31日

関金クリニック 東伯郡関金町大字関金宿2710－１ 〃

名 称 所 在 地 廃 止 年 月 日

千代薬局秋里店 鳥取市秋里738－１ 平成14年８月31日

家畜伝染病の種類 家畜の種類 区 分 頭 数 発 生 場 所 発 生 年 月 日

ヨーネ病 牛 患畜 １ 東伯郡東伯町大字三保607 平成14年９月16日



人 事 委 員 会 規 則

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する｡

平成14年９月24日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

鳥取県人事委員会規則第22号

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す

る規則案

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則 (昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

公 告

土地収用法 (昭和26年法律第219号) の規定に基づき､ 次のとおり審理を開催する｡

平成14年９月24日
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改 正 後 改 正 前

別表 (第２条関係)

１～25 略

26 岸本町

27～53 略

備考 略

別表 (第２条関係)

１～25 略

26 岸本町

27～53 略

備考 略

機 関 職

略

町 長 部 局 課長 合併推進室長 出納室

長 行政改革推進室長 参事

保 育 所 所長

保健福祉センター センター長

略

機 関 職

略

町 長 部 局 課長 行政改革推進室長 固

定資産評価室長 地籍調査室

長 出納室長

保 育 所 所長

略



鳥取県収用委員会会長 藤 原 和 男

１ 期日

平成14年９月30日 (月) 午前11時

２ 場所

鳥取市立川町六丁目176

鳥取県東部総合事務所５階 第６会議室

３ 件名

市道晩稲飛行場線改築事業 (鳥取市賀露町字西横枕地内から同市同町南四丁目地内まで) 及びこれに伴う一

級河川千代川水系湖山川左岸河川管理用道路嵩
かさ

上工事

正 誤

平成14年９月17日付鳥取県公報第7418号中次の箇所に誤りがあったので､ 訂正する｡

頁 ４

行 28

誤 鳥取県知事 片 山 善 博

正 財団法人消防試験研究センター理事長 大 井 久 幸
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